
規 則

�愛媛県規則第１２号
知事が管理する公文書の公開等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

知事が管理する公文書の公開等に関する規則等の一部を改正する規則

（知事が管理する公文書の公開等に関する規則の一部改正）

第１条 知事が管理する公文書の公開等に関する規則（平成１０年愛媛県規則第５６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書面の様式）

第２条 省略

２ 条例第２０条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査

会諮問通知書（様式第９号）によりするものとする。

（実施状況の公表）

第７条 条例第３７条の規定による公表は、愛媛県報によりするもの

とする。

（書面の様式）

第２条 省略

２ 条例第１９条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査

会諮問通知書（様式第９号）によりするものとする。

（実施状況の公表）

第７条 条例第３６条の規定による公表は、愛媛県報によりするもの

とする。

（知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部改正）

第２条 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則（平成１４年愛媛県規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書面の様式）

第２条 省略

２ 条例第４２条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査

会諮問通知書（様式第１５号）によりするものとする。

（実施状況の公表）

第９条 条例第４８条の規定による公表は、愛媛県報によるものとす

る。

（書面の様式）

第２条 省略

２ 条例第４１条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査

会諮問通知書（様式第１５号）によりするものとする。

（実施状況の公表）

第９条 条例第４７条の規定による公表は、愛媛県報によるものとす

る。

（愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正）

第３条 愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則（平成１７年愛媛県規則第３６号）の一部を次のように改正する。

発 行 愛 媛 県
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第

２７号）第３１条の規定に基づき、愛媛県情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第

２７号）第３０条の規定に基づき、愛媛県情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１３号
土壌汚染対策法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土壌汚染対策法施行細則の一部を改正する規則

土壌汚染対策法施行細則（平成２１年愛媛県規則第５３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、土壌汚染対策法施行令（平成１４年政令第３３６

号）、土壌汚染対策法施行規則 （平成１４年環境省令第２９号。以

下「省令」という。）及び汚染土壌処理業に関する省令（平成２１

年環境省令第１０号）に定めるもののほか、土壌汚染対策法（平成

１４年法律第５３号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。

（書類の経由）

第２条 法、省令及び汚染土壌処理業に関する省令の規定により知

事に提出する書類は、申請、届出又は報告にあっては当該申請、

届出又は報告に係る土地の区域又は汚染土壌処理施設の所在地を

管轄する保健所長（当該土地の区域を管轄する保健所が２以上あ

る場合は、いずれかの保健所長）を、汚染土壌処理業の許可証の

返納にあっては当該許可証に係る汚染土壌処理施設の所在地を管

轄する保健所長を経由しなければならない。

（趣旨）

第１条 この規則は、土壌汚染対策法施行令（平成１４年政令第３３６

号）及び土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号。以

下「省令」という。）

に定めるもののほか、土壌汚染対策法（平成

１４年法律第５３号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。

（書類の経由）

第２条 法及び省令 の規定により知

事に提出する書類は、 申請、

届出又は報告に係る土地の区域又は汚染土壌処理施設の所在地を

管轄する保健所長（当該土地の区域を管轄する保健所が２以上あ

る場合は、いずれかの保健所長）

を経由しなければならない。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１４号
薬事法施行細則及び都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

薬事法施行細則及び都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則の一部を改正する規則

（薬事法施行細則の一部改正）

第１条 薬事法施行細則（昭和３６年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（提出する書類の経由）

第２条 法、令、省令及びこの規則の規定により提出する書類は、

（提出する書類の経由）

第２条 法、令、省令及びこの規則の規定により提出する書類は、

愛 媛 県 報平成２２年３月２６日 第２１５２号外２
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告 示
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その者の薬局若しくは店舗の所在地又は受験者の住所地を管轄す

る保健所長（松山市の区域にあつては、松山保健所長）を経由

し、他の都道府県に住所を有する配置販売業者及び既存配置販売

業者並びにそれらの配置員並びに登録販売者試験の受験者並びに

医薬品等の製造販売業者（薬局製造販売医薬品の製造販売業者を

除く。）、医薬品等の製造業者（薬局製造販売医薬品の製造業者

を除く。）及び医療機器の修理業者にあつては、直接提出しなけ

ればならない。

その者の薬局若しくは店舗の所在地又は受験者の住所地を管轄す

る保健所長（松山市の区域にあつては、松山保健所長）を経由

し、他の都道府県に住所を有する配置販売業者及び既存配置販売

業者並びにそれらの配置員並びに登録販売者試験の受験者並びに

医薬品等の製造販売業者（薬局製造販売医薬品の製造販売業者を

除く。）、医薬品等の製造業者（薬局製造販売医薬品の製造業者

を除く。）及び医療機器の修理業者にあつては、直接提出しなけ

ればならない。ただし、薬局の所在地が松山市の区域内である場

合にあつては、法第８条の２第１項及び第２項の規定により知事

に提出する報告書は、直接提出しなければならない。

（都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則の一部改正）

第２条 都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則（昭和４６年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の提出）

第１５条 省略

２ 省略

３ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の

規定に基づく条例（当該条例の規定に基づく規則を含む。）の規

定により今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲

市、四国中央市及び西予市が法及びこの規則に基づく事務を処理

することとされる場合においては、第１項の規定は、適用しな

い。この場合において、法、省令及びこの規則により提出する書

類の部数は、正本１部及び副本１部とする。

（書類の提出）

第１５条 省略

２ 省略

３ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の

規定に基づく条例（当該条例の規定に基づく規則を含む。）の規

定により今治市、宇和島市 、新居浜市、西条市、大洲

市、四国中央市及び西予市が法及びこの規則に基づく事務を処理

することとされる場合においては、第１項の規定は、適用しな

い。この場合において、法、省令及びこの規則により提出する書

類の部数は、正本１部及び副本１部とする。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第３９８号
愛媛県情報公開条例第３４条第１項の規定による知事が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県告示第２０１２号）の一部を次のように改正し、

平成２２年４月１日から施行する。

平成２２年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第３５条第１項

の規定により、知事が定める法人を次のとおり定める。

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第３４条第１項

の規定により、知事が定める法人を次のとおり定める。

�愛媛県告示第３９９号
愛媛県汚染土壌処理業の許可等に関する指導要綱（平成２２年２月愛媛県告示第１６９号）の一部を次のように改正し、平成２２年４月１日か

ら施行する。

平成２２年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別記様式（第５条関係） 汚染土壌処理業の許可等に係る事前協議 別記様式（第５条関係） 汚染土壌処理業の許可等に係る事前協議

愛 媛 県 報平成２２年３月２６日 第２１５２号外２
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教育委員会告示

公安委員会規則

書 書

省略 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類及び図面を添付すること。

� 汚染土壌処理業に関する省令 （平成

２１年環境省令第１０号）第２条第２項に規定する書類及び図

面（変更の許可に係る事前協議の場合は、当該変更に係る

書類及び図面）

� 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類及び図面を添付すること。

� 汚染土壌処理業の許可の申請の手続に関する省令（平成

２１年環境省令第１０号）第２条第２項に規定する書類及び図

面（変更の許可に係る事前協議の場合は、当該変更に係る

書類及び図面）

� 省略

�愛媛県教育委員会告示第３号
愛媛県情報公開条例第３４条第１項の規定による教育委員会が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県教育委員会告示第４号）の一部を次

のように改正し、平成２２年４月１日から施行する。

平成２２年３月２６日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第３５条第１項

の規定により、教育委員会が定める法人を次のとおり定める。

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第３４条第１項

の規定により、教育委員会が定める法人を次のとおり定める。

�愛媛県公安委員会規則第３号
愛媛県警察組織規則及び愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月２６日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

愛媛県警察組織規則及び愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則

（愛媛県警察組織規則の一部改正）

第１条 愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（総務課）

第２２条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 警察運営の総合的な企画及び調整に関すること（警務課

の所掌に属するものを除く。）。

� 省略

（警務課）

第２６条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 警察運営の企画及び調整に関すること（総務課の所掌に属す

るものを除く。）。

�～	 省略


 犯罪被害者支援（犯罪の被害者の被害の回復、安全の確保又

は精神的打撃の軽減に資するための警察の施策をいう。

）に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

（総務課）

第２２条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 警察運営の総合的な企画及び調整に関すること（警務課及び

企画教養課の所掌に属するものを除く。）。

� 省略

（警務課）

第２６条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 警察運営の 調整に関すること（総務課の所掌に属す

るものを除く。）。

�～	 省略


 犯罪被害者支援（犯罪の被害者の被害の回復、安全の確保又

は精神的打撃の軽減に資するための警察の施策をいう。以下同

じ。）に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

愛 媛 県 報平成２２年３月２６日 第２１５２号外２
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�～� 省略

（企画教養課）

第２９条 企画教養課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（生活安全企画課）

第３３条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 酩酊者、行方不明者、迷い子その他救護を要する者の保護に

関すること（少年課の所掌 に属するものを除く。）。

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

（生活環境課）

第３６条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）、質屋営業法（昭和２５年

法律第１５８号）及び警備業法（昭和４７年法律第１１７号）に関する

こと。

� 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成１８年法律第６０号）

に関すること。

� 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）及び火薬類

取締法（昭和２５年法律第１４９号）に関すること（組織犯罪対策課

の所掌に属するものを除く。）。

� 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

� 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）、放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律（昭和３２年法律第１６７号）、化学兵器の禁止及び

特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５号）及び感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）に関する事務で県警察の所掌に属するものに

関すること（警備課の所掌に属するものを除く。）。

	 風俗関係事犯及び売春関係事犯の取締りに関すること。


 人身売買関係事犯の取締りに関すること。

� 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

� 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）に関すること。

� インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律（平成１５年法律第８３号）に関すること。

 生活安全部の所管法令違反事件の捜査に関すること。

� サイバー犯罪に係る総合的対策に関すること。

�～� 省略

（企画教養課）

第２９条 企画教養課においては、次の事務をつかさどる。

� 警察運営の企画及び調査に関すること（総務課の所掌に属す

るものを除く。）。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（生活安全企画課）

第３３条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 酩酊者、家出人 、迷い子その他救護を要する者の保護に

関すること（少年課の所掌事務に属するものを除く。）。

� 省略

	 古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）、質屋営業法（昭和２５年

法律第１５８号）及び警備業法（昭和４７年法律第１１７号）に関する

こと。


 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成１８年法律第６０号）

に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

 省略

（生活環境課）

第３６条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 風俗関係事犯及び売春関係事犯の取締りに関すること。

� 人身売買関係事犯の取締りに関すること。

� 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

� 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）に関すること。

� 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）及び火薬類

取締法（昭和２５年法律第１４９号）に関すること（組織犯罪対策課

の所掌に属するものを除く。）。

	 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）、放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律（昭和３２年法律第１６７号）、化学兵器の禁止及び

特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５号）及び感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）に関する事務で県警察の所掌に属するものに

関すること（警備課の所掌に属するものを除く。）。

� 生活安全部の所管法令違反事件の捜査に関すること。

� サイバー犯罪に係る総合的対策に関すること。

� 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８

号）に関すること。

 他の所属の所掌に属しない特別法令違反の取締りに関するこ

と。
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� 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８

号）に関すること。

� 他の所属の所掌に属しない特別法令違反の取締りに関するこ

と。

（術科指導室）

第６４条 省略

２ 術科指導室は、第２９条第４号及び第５号の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（ストーカー対策室）

第６６条の２ 省略

２ ストーカー対策室は、第３３条第８号及び第９号の事務をつかさ

どる。

３・４ 省略

（生活安全部特別捜査隊）

第７１条 省略

２ 生活安全部特別捜査隊は、第３６条第１２号の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（サイバー犯罪対策室）

第７２条 省略

２ サイバー犯罪対策室は、第３６条第１３号及び第１４号の事務をつか

さどる。

３・４ 省略

（術科指導室）

第６４条 省略

２ 術科指導室は、第２９条第５号及び第６号の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（ストーカー対策室）

第６６条の２ 省略

２ ストーカー対策室は、第３３条第１０号及び第１１号の事務をつかさ

どる。

３・４ 省略

（生活安全部特別捜査隊）

第７１条 省略

２ 生活安全部特別捜査隊は、第３６条第９号の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（サイバー犯罪対策室）

第７２条 省略

２ サイバー犯罪対策室は、第３６条第１０号及び第１１号の事務をつか

さどる。

３・４ 省略

（愛媛県公安委員会公印規程の一部改正）

第２条 愛媛県公安委員会公印規程（昭和３６年愛媛県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

項 ひな形 書体

寸法

（ミリメー

トル）
管理責任者 用途 項 ひな形 書体

寸法

（ミリメー

トル）
管理責任者 用途

縦 横 縦 横

１～

５

省略

１～

５

省略

６

愛　媛　県

公　安　委

員　会　印

かい

書
１０ １０

生活環境課

長

交通指導課

長

警察署長

１～１０ 省略

６

愛　媛　県

公　安　委

員　会　印

かい

書
１０ １０

生活安全企

画課長

生活環境課

長

交通指導課

長

警察署長

１～１０ 省略

７～

９

省略

７～

９

省略

生活環境課

１～１３ 省略 生活安全企

画課長

生活環境課

１～１３ 省略
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公安委員会訓令

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第１号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２２年３月２６日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

愛媛県情報公開

条例（平成１０年

愛媛県条例第２７

号）

１ 第１９条の規定による不服申立てがあった

場合の審査会への諮問

２ 第２４条第１項の規定による審査会への公

開決定等に係る公文書の提示

３ 第２４条第３項の規定による審査会への分

類・整理資料の提出

４ 第２４条第４項の規定による審査会への意

見書又は資料の提出

５ 第２５条第１項の規定による審査会への口

頭意見陳述の申立て及び口頭意見陳述

６ 第２６条本文の規定による審査会への意見

書又は資料の提出

愛媛県情報公開

条例（平成１０年

愛媛県条例第２７

号）

１ 第１８条の規定による不服申立てがあった

場合の審査会への諮問

２ 第２３条第１項の規定による審査会への公

開決定等に係る公文書の提示

３ 第２３条第３項の規定による審査会への分

類・整理資料の提出

４ 第２３条第４項の規定による審査会への意

見書又は資料の提出

５ 第２４条第１項の規定による審査会への口

頭意見陳述の申立て及び口頭意見陳述

６ 第２５条本文の規定による審査会への意見

書又は資料の提出

省略 省略

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

� 総務課長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

� 総務課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

愛媛県情報公開 １～１８ 省略 愛媛県情報公開 １～１８ 省略

１０
公　安
愛 媛 県
委員会

かい

書
１８ ２８

長

交通指導課

長

運転免許課

長

警察署長

１０
公　安
愛 媛 県
委員会

かい

書
１８ ２８

長

交通指導課

長

運転免許課

長

警察署長

１１・

１２

省略

１１・

１２

省略

注 省略

２ 省略

注 省略

２ 省略
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条例 １９ 第２０条の規定による不服申立人及び参加

人に対する諮問をした旨の通知

２０ 第３３条第２項の規定による公文書の検索

資料の作成

条例 １９ 第１９条の規定による不服申立人及び参加

人に対する諮問をした旨の通知

２０ 第３２条第２項の規定による公文書の検索

資料の作成

� 広報県民課長 � 広報県民課長

法令 専決事項 法令 専決事項

愛媛県情報公開

条例

１ 第３３条第２項の規定による公文書の検索

資料の提供

愛媛県情報公開

条例

１ 第３２条第２項の規定による公文書の検索

資料の提供

�・� 省略

� 生活安全企画課長

�・� 省略

� 生活安全企画課長

法令 専決事項 法令 専決事項

質屋営業法（昭

和２５年 法 律 第

１５８号）

１ 第３条第３項の規定による質屋営業の不

許可通知

２ 第２７条の規定による他の公安委員会への

通知

古物営業法 １ 第５条第３項の規定による古物営業を許

可しない理由の通知

２ 第７条第２項の規定による第５条第１項

第１号又は第７号に掲げる事項の変更の届

出に係る他の公安委員会への通知及び他の

公安委員会からの通知の受理

３ 第８条の２第１項の規定による第５条第

１項第６号に規定する方法を用いる古物商

について、電気通信回線に接続して行う自

動公衆送信による供覧の実施

４ 第８条の２第２項の規定による第８条の

２第１項各号に掲げる事項の変更に係る補

正

行商従業者証等

の様式の承認に

関する規程

１ 第７条の規定による行商従業者証又は標

識の様式の承認の取消しに係る通知

警備業法 １ 第１１条第２項の規定による変更届出事項

に係る他の公安委員会への通知及び他の公

安委員会からの通知の受理

２ 第２２条第２項の規定による指導教育責任

者資格者証の交付

３ 第２３条第４項の規定による合格証明書の

交付

４ 第４２条第２項の規定による機械警備業務

管理者資格者証の交付

５ 第４６条の規定による報告徴収等（警察本

部に勤務する警察職員に行わせる場合に限

る。）

６ 第４７条第１項の規定による立入検査（警

察本部に勤務する警察職員に行わせる場合

に限る。）

警備業法の一部

を改正する法律

１ 附則第５条の規定による審査（書面審査

に限る。）

警備員指導教育

責任者及び機械

警備業務管理者

１ 第４条第１項（第１３条において準用する

場合を含む。）の規定による指導教育責任者

講習の受講申込書の受理
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に係る講習等に

関する規則

２ 第７条第１項の規定による指導教育責任

者講習修了証明書の交付

３ 第１２条第１項の規定による機械警備業務

管理者講習修了証明書の交付

警備員等の検定

等に関する規則

１ 第１０条の規定による受検票の交付

２ 第１１条の規定による成績証明書の交付

省略 省略

探偵業の業務の

適正化に関する

法律

１ 第１３条第１項の規定による探偵業者に対

する業務報告及び資料提出の要求並びに立

入検査の実施（警察本部に勤務する警察職

員に行わせる場合に限る。）

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律（平成

１９年 法 律 第２２

号）

１ 第９条第１項の規定による特定事業者の

疑わしい取引の届出の受理

２ 第９条第３項の規定による国家公安委員

会への通知

３ 第１３条の規定による特定事業者に対する

業務報告及び資料提出の要求（警察本部に

勤務する警察職員に行わせる場合に限る。）

４ 第１４条第１項の規定による立入検査の実

施（警察本部に勤務する警察職員に行わせ

る場合に限る。）

５ 第１５条の規定による特定事業者に対する

指導、助言及び勧告（警察本部に勤務する

警察職員に行わせる場合に限る。）

６ 第１６条の規定による特定事業者に対する

是正命令

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律施行規

則（平成２０年内

閣府、総務省、

法務省、財務省、

厚生労働省、農

林水産省、経済

産業省、国土交

通省令第１号）

１ 第１８条第２項の規定による身分証明書の

発行

� 生活環境課長 � 生活環境課長

法令 専決事項 法令 専決事項

質屋営業法 １ 第３条第３項の規定による質屋営業の不

許可通知

２ 第２７条の規定による他の公安委員会への

通知

古物営業法 １ 第５条第３項の規定による古物営業を許

可しない理由の通知

２ 第７条第２項の規定による第５条第１項

第１号又は第７号に掲げる事項の変更の届

出に係る他の公安委員会への通知及び他の

公安委員会からの通知の受理

３ 第８条の２第１項の規定による第５条第

１項第６号に規定する方法を用いる古物商

について、電気通信回線に接続して行う自
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動公衆送信による供覧の実施

４ 第８条の２第２項の規定による第８条の

２第１項各号に掲げる事項の変更に係る補

正

行商従業者証等

の様式の承認に

関する規程

１ 第７条の規定による行商従業者証又は標

識の様式の承認の取消しに係る通知

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律（平成

１９年 法 律 第２２

号）

１ 第９条第１項の規定による特定事業者の

疑わしい取引の届出の受理

２ 第９条第３項の規定による国家公安委員

会への通知

３ 第１３条の規定による特定事業者に対する

業務報告及び資料提出の要求（警察本部に

勤務する警察職員に行わせる場合に限る。）

４ 第１４条第１項の規定による立入検査の実

施（警察本部に勤務する警察職員に行わせ

る場合に限る。）

５ 第１５条の規定による特定事業者に対する

指導、助言及び勧告（警察本部に勤務する

警察職員に行わせる場合に限る。）

６ 第１６条の規定による特定事業者に対する

是正命令

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律施行規

則（平成２０年内

閣府、総務省、

法務省、財務省、

厚生労働省、農

林水産省、経済

産業省、国土交

通省令第１号）

１ 第１８条第２項の規定による身分証明書の

発行

風俗営業等の規

制及び業務の適

正化等に関する

法律

省略 風俗営業等の規

制及び業務の適

正化等に関する

法律

省略

風俗営業等の規

制及び業務の適

正化等に関する

法 律 施 行 規 則

（昭和６０年国家

公安委員会規則

第１号）

省略 風俗営業等の規

制及び業務の適

正化等に関する

法 律 施 行 規 則

（昭和６０年国家

公安委員会規則

第１号）

省略

警備業法 １ 第１１条第２項の規定による変更届出事項

に係る他の公安委員会への通知及び他の公

安委員会からの通知の受理

２ 第２２条第２項の規定による指導教育責任

者資格者証の交付

３ 第２３条第４項の規定による合格証明書の

交付

４ 第４２条第２項の規定による機械警備業務

管理者資格者証の交付
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５ 第４６条の規定による報告徴収等（警察本

部に勤務する警察職員に行わせる場合に限

る。）

６ 第４７条第１項の規定による立入検査（警

察本部に勤務する警察職員に行わせる場合

に限る。）

警備業法の一部

を改正する法律

１ 附則第５条の規定による審査（書面審査

に限る。）

警備員指導教育

責任者及び機械

警備業務管理者

に係る講習等に

関する規則

１ 第４条第１項（第１３条において準用する

場合を含む。）の規定による指導教育責任者

講習の受講申込書の受理

２ 第７条第１項の規定による指導教育責任

者講習修了証明書の交付

３ 第１２条第１項の規定による機械警備業務

管理者講習修了証明書の交付

警備員等の検定

等に関する規則

１ 第１０条の規定による受検票の交付

２ 第１１条の規定による成績証明書の交付

省略 省略

探偵業の業務の

適正化に関する

法律

１ 第１３条第１項の規定による探偵業者に対

する業務報告及び資料提出の要求並びに立

入検査の実施（警察本部に勤務する警察職

員に行わせる場合に限る。）

附 則

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

平成２２年３月２６日 発行
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